
Ａ７ 関係法令に係る改正の動向

製造業における職長の能力向上教育の講師養成
オンライン講座

全ての働く人々に安全・健康を
～Safe Work , Safe Life～

中央労働災害防止協会



科 目 範 囲 時 間

（１）職長として行
うべき労働災
害防止及び
労働者に対す
る指導又は監
督の方法に関
すること

Ａ 基本項目（必須）

（Ａ１）職長の役割と職務

（Ａ２）製造業における労働災害の動向

（Ａ３）「リスク」の基本的考え方を踏まえた職長として行うべき労働災害

防止活動

（Ａ４）危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

（Ａ５）異常時等における措置

（Ａ６）部下に対する指導力の向上（リーダーシップなど）

（Ａ７）関係法令に係る改正の動向

120分以上

Ｂ 専門項目（選択）

（Ｂ１）事業場における安全衛生活動

（Ｂ２）労働安全衛生マネジメントシステムの仕組み

（Ｂ３）部下に対する指導力の向上（コーチング、確認会話など）

必要な時間

（２）グループ
演習

Ｃ 以下の項目のうち、１以上について実施すること。

（Ｃ１）職長の職務を行うに当たっての課題

（Ｃ２）事業場における安全衛生活動（危険予知訓練など）

（Ｃ３）危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

（Ｃ４）部下に対する指導力の向上（リーダーシップ、確認会話など）

120分以上

合 計 360分以上

「製造業における職長の能力向上教育」の
「実行カリキュラム」の要件



「Ａ７ 関係法令に係る改正の動向」の概要①

１ 教育のねらい

職長への就任時の安全衛生教育を受けて以降、法令改正などの国の安全

衛生を確保するための仕組みにどのような変更があったのかについての理

解を促すことにより、その時々の社会情勢の変化を踏まえての労働災害防

止に向けての取組を的確に進めることができる職長を育てる。
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２ 教育内容

労働安全衛生法の改正は、概ね５年程度ごとに行われていること等を踏ま

えて、過去５年程度の期間において、法令改正などの国の安全衛生を確保す

るためのしくみにどのような変更があったのかについての理解を促すために

必要な教育を行う。

※ 就任時の職長教育の教育事項との関係では、能力向上教育独自

の教育内容
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※ 職長の担当職場における具体的な職務に直結する法令改正については、
法令改正が施行される時点で、直ちに教育を行うことが望ましい。
（例えば、高所作業を行う職場におけるフルハーネス型の墜落制止用器具の
義務化など）

「Ａ７ 関係法令に係る改正の動向」の概要①
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「Ａ７ 関係法令に係る改正の動向」の教育内容（具体例）

１ 労働安全衛生法の改正（2014年）
①化学物質のリスクアセスメントの義務化（2016年施行）
②ストレスチェックの義務化（2015年施行）
③受動喫煙防止措置の努力義務化（2015年施行）

２ 第13次労働災害防止計画（2018年度～2022年度までの５年間）

３ 働き方改革関連法（2019年４月施行）

４ フルハーネス型の墜落制止用器具（旧「安全帯」）の義務化
（2019年２月施行）

５ 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
（エイジフレンドリーガイドライン）の策定（2020年３月）
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１ 労働安全衛生法の改正（2014年）
（１）化学物質のリスクアセスメントの義務化（2016年施行）
（２）ストレスチェックの義務化（2015年施行）
（３）受動喫煙防止措置の努力義務化（2015年施行）

労働安全衛生法令の体系



7
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２ 第13次労働災害防止計画（2018年度～2022年度までの
５年間）

（１）概要
「労働災害防止計画」は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む
事項を定めた中期計画（５年ごとに策定）。

（２）計画の目標
① 死亡者数：15％以上減少（2017年と比較して、2022年までに）
② 死傷者数（休業４日以上）：５％以上減少（2017年と比較して、2022年までに）

（３）８つの重点事項
① 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
② 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
③ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
④ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
⑤ 化学物質等による健康障害防止対策の推進
⑥ 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
⑦ 安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
⑧ 国民全体の安全・健康意識の高揚等
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（出典）厚生労働省ＨＰ
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３ 働き方改革関連法（2019年４月施行）

（１）目的
長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくして、「働き過ぎ」を防ぎ健
康を守ることによって、働く人の実情に合わせた「ワーク・ライフ・バランス」と
「多様で柔軟な働き方」の実現を目指して、働き方改革が行われました。

（２）ポイント
①時間外労働の上限の罰則付き規制
②５日間以上の年次有給休暇の取得の義務付け
③中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率の引き上げ
④労働時間の状況を客観的に把握するよう企業に義務付け
⑤「勤務間インターバル」制度の導入の促進
⑥「フレックスタイム制」の拡充
⑦「産業医・産業保健機能」の強化
⑧「高度プロフェッショナル制度」の新設



11



４ フルハーネス型の墜落制止用器具（旧「安全帯」）の
義務化（2019年２月施行）
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４ フルハーネス型の墜落制止用器具（旧「安全帯」）の
義務化（２０１９年２月施行）

（１）「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改正されました。
なお、従来の「安全帯」には、①胴ベルト型（一本つり）、②胴ベルト型（Ｕ字
つり）、③ハーネス型（一本つり）が含まれますが、「墜落制止用器具」は、従
来の安全帯から②を除いたものとなります。

（２）「墜落制止用器具」はフルハーネス型が原則となりました。
ただし、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれがある
場合（高さが6.75メートル以下）は「胴ベルト型（一本つり）」を使用できます。

（３）特別教育が義務付けられました。
具体的には、高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困
難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて
行う作業に係る業務（ロープ高所作業に係る業務を除く。）に労働者をつかせ
るときは、特別教育を行うことが必要です。
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５ 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
（エイジフレンドリーガイドライン）の策定（２０２０年３月）
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高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業４日以上の死傷者
のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢
労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に
取組が求められる事項を取りまとめたガイドラインが策定されました。
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エイジフレンドリーガイドラインに基づく
事業場における安全衛生管理の基本的体制と具体的取組の体系
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エイジフレンドリーガイドラインに基づく具体的取組

１ 事業者に求められる事項

（１）安全衛生管理体制の確立

（２）職場環境の改善
①身体機能の低下を補う設備・装置の
導入（主としてハード対策）
②高年齢労働者の特性を考慮した作業
管理（主としてソフト対策）

（３）高年齢労働者の健康や体力の状況の
把握
①健康状況の把握
②体力の状況の把握
③健康や体力の状況に関する情報の取
扱い

（４）高年齢労働者の健康や体力の状況に
応じた対応

①個々の高年齢労働者の健康や体力
の状況を踏まえた措置

②高年齢労働者の状況に応じた業務の提供
③心身両面にわたる健康保持増進措置

（５）安全衛生教育
①高年齢労働者に対する教育
②管理監督者等に対する教育

２ 労働者に求められる事項
生涯にわたり健康で長く活躍できるようにす
るために、一人ひとりの労働者は、事業者が実
施する取組に協力するとともに、自己の健康
を守るための努力の重要性を理解し、自らの
健康づくりに積極的に取り組むことが必要です。
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６ その他の教育内容の具体例
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ご視聴ありがとうございました。

引き続き、 「Ｂ１ 事業場における
安全衛生活動」の講座をご視聴くだ
さい。

https://www.jisha.or.jp/research/report/index.html

